
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
六
号

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

香

川

征

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
イ
の
表
中
「１

病
院
の
事
務
局
長
の
職
務

」
を
「１

本
局
の
次
長
又
は
病
院
の
事
務
局

「２
本
局
の
副
局
長
の
職
務

長
の
職
務

」
に
改
め
、
同
表
ロ
の
表
中
「２

副
院
長
の
職
務

」
を

に

３
副
院
長
の
職
務

」

改
め
る
。

「

別
表
第
三
病
院
局
の
項
中

局
長

一
種

を」

「

局
長

一
種

に
改
め
、

副
局
長

二
種

」

「

課
長

三
種

同
表
本
局
の
項
中

を
政
策
調
査
幹

」

「

次
長

二
種

課
長

三
種

に
改
め
、

政
策
調
査
幹

」

「

医
療
局
長

三
種

薬
剤
局
長

医
療
技
術
局
長

看
護
局
長

同
表
中
央
病
院
の
項
中

事
務
局
次
長

を

院
長
補
佐

四
種

医
療
局
次
長



医
療
局
の
部
長

」

「

医
療
局
長

三
種

薬
剤
局
長

医
療
技
術
局
長

事
務
局
次
長

に
改
め
、

院
長
補
佐

四
種

医
療
局
次
長

医
療
局
の
部
長

看
護
局
長

」

「

同
表
海
部
病
院
の
項
中

看
護
局
次
長

六
種

を」

「

医
療
技
術
局
次
長

六
種

に
改
め
る
。

看
護
局
次
長

」

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


